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令和８年２月１日

座間市地域づくり部産業振興課

座間市農業委員並びに座間市農地利用最適化推進委員を募集します

農業委員会は、農地等の利用の最適化（担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進）の推進を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申など、農地に関する事務を執行する行政委員会として活動します。
座間市農業委員及び農地利用最適化推進委員を次のとおり募集します。

¶推薦及び募集の内容
1． 農業委員
2． 農地利用最適化推進委員
※推薦書および応募申込書の提出は、農業委員または農地利用最適化推進委員の候補者としての申込みを行うものであり、各委員への選任が決定したものではありません。

¶候補者の資格
　農業委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者。また、農地利用最適化推進委員は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者。ただし、次のいずれかに該当するものは除きます。
（1） 市内に住所を有しない者（原則）
（2）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
（3）拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
（4）市暴力団排除条例第２条第３号及び第４号に規定する者並びにこれらと密接な関係を有する者
 ¶委員の定数及び主な業務内容
（1） 農業委員：定数1２人
農業委員会等に関する法律施行規則第２条第１項の規定に基づき、認定農業者が委員の過半を占めることを要しませんが、認定農業者の意見が農業委員会の運営に的確に反映されるようにする必要があることから、認定農業者の推薦を積極的にご検討ください。  
【主な業務】
①農地転用、農地の権利移動、農地の無断転用の防止・解消など農地法等に基づく、農業委員会の権限に属する事項についての審議、指導などの業務。
②農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の防止・解消などの農地等の利用の最適化に　　関する事項についての審議、指導などの業務。
③毎月開催される総会等の会議への出席。 　など
（2） 農地利用最適化推進委員：定数　３人
【主な業務】
①下記の担当地区における農地の無断転用の防止・解消などを図るための巡視。
②農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の防止・解消などの農地等の利用の最適化に関する事項についての現地調査、指導などの業務。
③毎月開催される総会等の会議への出席。　　など
○担当地区
	地区名 
	担当区域 
	推進委員数 

	東部地区
	栗原・栗原中央・西栗原・南栗原・東原・さがみ野・ひばりが丘・小松原・広野台・立野台・緑ケ丘等
	１人 

	西部地区 
	座間・新田宿・四ツ谷・入谷東・入谷西・明王・相武台等
	2人 



 ¶身分
　農業委員・農地利用最適化推進委員ともに、座間市の非常勤の特別職職員 
 ¶任期
（1）農業委員
　任命の日（令和8年7月20日）から任期満了日（令和11年7月19日）までの3年間
（2）農地利用最適化推進委員
　　委嘱の日から農業委員の任期満了日（令和11年7月19日）まで 
¶報酬
（1）農業委員
　・会長  　　　　　　月額 65,300 円 
　・委員  　　　　　　月額 49,800 円 
（2）農地利用最適化推進委員
　・委員  　　　　　　月額 42,000 円 
¶推薦または応募の方法
　推薦書または応募申込書に必要事項を記入し、下記、応募先へ郵送または持参してください。なお、電子メール、ＦＡＸによる提出は受け付けられません。 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　【受付期間】　 令和８年２月１３日（金）～３月１３日（金）の平日８：３０～１７：１５　
（郵送の場合は期限内必着）
【応 募 先】　 下記のお問い合わせ先まで 
 ¶候補者の選考
　提出していただいた推薦書または応募申込書を基に選考委員会にて選考します。
なお、必要に応じて面接や関係者からの意見聴取などを行う場合があります。
 農業委員の選考の結果は、５月中に通知する予定です。 農地利用最適化推進委員については、７月下旬頃にお知らせする予定です。
 ¶公表
　推薦または募集期間の中間および期間の終了後に、推薦書および応募申込書に記載した内容を市ホームページにて公表します。 （ただし住所、電話番号は除きます）あらかじめご承知おきください。

 ¶注意事項
・提出された書類などは、選考のために使用し、それ以外の目的には使用しません。また、提出された書類は返却しません。
　・農業委員と農地利用最適化推進委員の両委員に推薦および応募することはできますが、兼務はできません。
　・推薦書（個人用）において、同一世帯人が推薦することはできません。

¶推薦・応募様式
座間市農業委員推薦書（個人用）
座間市農業委員推薦書（団体用）
座間市農業委員応募申込書
座間市農地利用最適化推進委員推薦書（個人用）
座間市農地利用最適化推進委員推薦書（団体用）
座間市農地利用最適化推進委員応募申込書
※推薦・募集要項等関係書類については、座間市ホームページに掲載するほか、市役所４階産業振興課窓口に設置します。

 ¶お問合わせ先
	〒　252-8566　座間市緑ケ丘一丁目１番１号

	座間市地域づくり部産業振興課

	ＴＥＬ046（252）7601　（直通）　　ＦＡＸ046（255）3550
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